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令和８年設楽町告示第３０号 

 

設楽町地域経済循環創造事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

設楽町地域経済循環創造事業補助金交付要綱(令和４年設楽町告示第15号)の一

部を次のように改正する。 

第１条中「地域金融機関」を「地域金融機関等」に、「融資」を「融資等」に

改める。 

第４条第１項中「融資額」を「融資額等」に、「2,500万円(融資額が補助金の

額の1.5倍以上２倍未満である場合にあっては3,500万円、２倍以上である場合に

あっては5,000万円)」を「3,000万円(融資額等が補助金額の２倍以上３倍未満で

ある場合にあっては4,000万円、３倍以上４倍未満である場合にあっては5,000万

円、４倍以上である場合にあっては5,500万円)」に改める。 

第８条第１項第２号中「融資額」を「融資額等」に改める。 

第９条第３号中「金融機関」を「金融機関等」に、「融資」を「融資等」に改

める。 

  



 様式第１を次のように改める。 

 

  



様式第２を次のように改める。 

 

  



様式第６を次のように改める。 

 



 

附 則 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 
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設楽町地域経済循環創造事業補助金交付要綱（令和４年設楽町告示第15号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で

持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済

循環を創造するため、地域金融機関等から融資等

を受けながら取組みを行う民間の事業者等に対し

て、予算の範囲内で設楽町地域経済循環創造事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱

（平成25年２月27日付け総行政第29号総務大臣通

知。以下「国要綱」という。）及び設楽町補助金

等交付規則（平成17年設楽町規則第40号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で

持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済

循環を創造するため、地域金融機関  から融資  

を受けながら取組みを行う民間の事業者等に対し

て、予算の範囲内で設楽町地域経済循環創造事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とに関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱

（平成25年２月27日付け総行政第29号総務大臣通

知。以下「国要綱」という。）及び設楽町補助金

等交付規則（平成17年設楽町規則第40号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助金の額） （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関

等の融資額等及び補助対象事業を行う者の自己資

金等の合計額を差し引いた額とし、3,000万円

（融資額等が補助金額の２倍以上３倍未満である

場合にあっては4,000万円、３倍以上４倍未満で

ある場合にあっては5,000万円、４倍以上である

場合にあっては5,500万円）を上限とする。 

第４条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関

等の融資額  及び補助対象事業を行う者の自己資

金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円

（融資額が補助金の額の1.5倍以上２倍未満であ

る場合にあっては3,500万円、２倍以上である場

合にあっては5,000万円）                      

                        を上限とする。 

２ （略） ２ （略） 

（申請内容の変更等） （申請内容の変更等） 

第８条 補助事業者は、申請内容を変更し、又は取

り下げしようとするときは、設楽町地域経済循環

創造事業補助金変更（取下げ）承認申請書（様式

第４）を町長に提出し、あらかじめその承認を得

なければならない。 

第８条 補助事業者は、申請内容を変更し、又は取

り下げしようとするときは、設楽町地域経済循環

創造事業補助金変更（取下げ）承認申請書（様式

第４）を町長に提出し、あらかじめその承認を得

なければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとす

るとき。 

(2) 資金区分のうち、融資額  を減額しようとす

るとき。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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（実績報告） （実績報告） 

第９条 補助対象者は、事業が完了した場合は、そ

の日から起算して20日以内又は補助金の交付を受

けた日の属する年度の３月31日のいずれか早い日

までに、設楽町地域経済循環創造事業補助金実績

報告書（様式第６）に次に掲げる書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

第９条 補助対象者は、事業が完了した場合は、そ

の日から起算して20日以内又は補助金の交付を受

けた日の属する年度の３月31日のいずれか早い日

までに、設楽町地域経済循環創造事業補助金実績

報告書（様式第６）に次に掲げる書類を添えて、

町長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 金融機関等からの融資等を証明する書類（融

資契約書等の写し） 

(3) 金融機関  からの融資  を証明する書類（融

資契約書等の写し） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

様式第１（第５条関係） 

 

様式第１（第５条関係） 
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様式第２（第６条関係） 

 

様式第２（第６条関係） 

 

様式第６（第９条関係） 

 

様式第６（第９条関係） 
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